
 
 

随意契約見直し計画 
 

平成２０年１月 
平成２６年３月改定 

国立大学法人大分大学 
 
 
 
１．随意契約の見直し計画 
（１）平成１８年度において、締結した随意契約について点検・見直

しを行い、以下のとおり、随意契約によることが真にやむを得ない

ものを除き、直ちに一般競争入札等に移行するものとし、遅くとも

２０年度から全て一般競争入札等に移行することとした。 
 
【全体】 

  
平成１８年度実績 

見直し後 

（平成２６年３月改定後） 

件数 金額（百万円） 件数 金額（百万円） 

事務・事業を取り止めたもの

（１８年度限りのものを含む。） 

 

（ 29％） （ 24％）

２０ ２２８

一
般
競
争
入
札
等

競争入札 
（  7％） （  4％）

５ ３９

企画競争 
（ 3％）

２

（ 2％） 

１９ 

（ 1％） （  1％）

１ １０

随意契約 
（ 97％） （ 98％） （ 63％） （ 71％）

６８ ９４６ ４４ ６８９

合   計 
（100％） （100％） （100％） （100％）

 ７０  ９６５  ７０  ９６５

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 

 

 

 

 

 

 

様式１０



【同一所管法人等】 

  
平成１８年度実績 

見直し後 

（平成２６年３月改定後） 

件数 金額（百万円） 件数 金額（百万円） 

事務・事業を取り止めたもの

（１８年度限りのものを含む。） 

 

（  ％） （  ％）

 

一
般
競
争
入
札
等

競争入札 
（  ％） （  ％）

 

企画競争 
（  ％） （  ％） （  ％） （  ％）

 

随意契約 
（100％） （100％） （100％） （100％）

１ ８ １ ８

合   計 
（100％） （100％） （100％） （100％）

 １  ８  １  ８

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 

 

【同一所管法人等以外の者】 

  
平成１８年度実績 

見直し後 

（平成２６年３月改定後） 

件数 金額（百万円） 件数 金額（百万円） 

事務・事業を取り止めたもの

（１８年度限りのものを含む。） 

 

（ 29％） （ 24％）

２０ ２２８

一
般
競
争
入
札
等

競争入札 
（  7％） （  4％）

５ ３９

企画競争 
（ 3％）

２

（ 2％） 

１９ 

（ 1％） （ 1％）

１ １０

随意契約 
（ 97％） （ 98％） （ 62％） （ 71％）

６７ ９３８ ４３ ６８０

合   計 
（100％） （100％） （100％） （100％）

 ６９  ９５７ ６９  ９５７

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 



 
２．随意契約見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み及び移行時期 

平成２０年１月までに、以下の措置を講じ、随意契約によること

が真にやむ得ないもの以外、遅くとも平成２０年度から一般競争入

札等に移行。 
平成２６年３月の見直し計画の改定時において、随意契約による 

ことが真にやむを得ないもの以外で、一般競争入札等に移行されて 

いないものについて、遅くとも平成２７年度までに全て一般競争入 

札に移行。 

 

（１）総合評価方式の導入拡大 
 ① 情報システム、公共工事の設計業務等に加え、研究開発、調査

研究、広報業務等について、総合評価落札方式による一般競争入

札の導入を図る。 
 
 ②総合評価方式による一般競争入札マニュアルの作成 
   一般競争への移行を支援するための業務マニュアルを作成し、

仕様書の作成や予定価格の設定等の各種入札手順を具体的に示す。 
  （平成２０年１０月を目途に作成予定） 
  
③プロジェクトチームの設置 

   総合評価方式の導入拡大についてプロジェクトチームを設置し、

検討を行う。 
  
 
（２）複数年度契約の拡大 
①研究開発やシステム関連等の複数年度にわたる契約について、 
プロジェクトチームで検討を行う。 
 

（３）入札手続きの効率化 
①一般競争入札の拡大に伴う業務量の増加を勘案し、電子入札の拡

大や公告の方法等について検討を行う。 



様式３－１

（法人名：国立大学法人大分大学）

件数
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役

務等の名称及び数量

契約担当者の氏名並び
にその所属する部局の

名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

1

独立行政法人国立印
刷局　理事長　冨沢
宏
東京都港区虎ノ門二
丁目２番４号

平成１９年度大分大学個
別学力試験問題及び解答
用紙印刷請負　一式

島田　正寛　事務局
大分県大分市大字旦野
原７００番地

平成18年9月1日 8,204,991 随意契約

試験問題を秘密にする必要があ
るため（国立大学法人大分大学
契約事務取扱規程第３６条第１
項第１号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 15 単価

合計 8,204,991

（注６）契約種類は、競争性のない随意契約については「随意契約」、企画競争又は公募による随意契約については「企画競争・公募」と記載すること。

（注２）平成18年度より前に契約を締結した長期継続契約（18年度には支払いのみが生じており、契約行為がないもの）については、以下のとおり整理する。
　　　　電気、ガス、水道、電話通信役務・・・調査対象（１回の支払につき１件とする）
　　　　複数年契約のリース契約、コピー機の保守役務等・・・18年度に契約していなければ、調査対象外

（注４）「契約担当者の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地」には、原則として契約時の担当者等を記載するが、これにより難い場合は適宜の時点の担当者名として差し支えない。

（注１）本表は、平成18年度に締結した支出原因契約であって随意契約（各国立大学法人の定める少額随契限度額以下のものを除く）のうち、「同一所管公益法人等」（「特殊法人等」、「独立行政法人等」、「当該独立
　　　行政法人の主務省と同一の所管に属する公益法人」及び「再就職者がいる民間法人」をいう。）との契約を記載する。
　　　　なお、特殊法人等とは、特殊法人又は認可法人を指し、独立行政法人等とは、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法（平成15年法律第112号）
　　　第２条第１項及び第３項に規定する法人を指す。「公益法人等」には、医療法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利法人、中間法人、協同組合は含まない。

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況（平成２６年３月改定）
【同一所管公益法人等との契約】

0

（注３）単価契約の場合は、契約金額欄に調達総額（複数年契約の場合は、契約期間全体の調達総（予定）額）を記載し、備考欄に単価契約である旨及び単価を記載する。複数品目等を１契約にて調達している場合は、代表
　　　的な品目等の単価を記載する。

（注５）随意契約によることとした理由は、説明責任を十分に果たせるよう具体的かつ詳細に記載すること。

（注７）見直しの結果は、「問題あり」、「見直しの余地あり」又は「その他」に分類すること。引き続き「企画競争・公募」とする場合は、「その他（引き続き企画競争・公募を実施）」と記載する。

（注８）講ずる措置は、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」、「競争入札に移行」、「企画競争を実施」、「公募を実施」又は「随意契約によらざるを得ないもの」に分類し、（　）で移行時期等を
　　　補足すること。ただし、見直すことは決まっているが現段階で確定的に記載できない場合は、「競争入札若しくは企画競争に移行」等の記載とすることができる。
　　　なお、平成18年度に不落・不調随意契約であったものについては、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」に該当する場合を除き、「競争入札に移行」に分類すること。

（注９）「類型区分」欄には、「講ずる措置」欄において「（競争性のない）随意契約によらざるを得ないもの」としたものについて、別添の「随意契約事由別　類型早見表」の類型区分(１～12)に該当する場合はその番号、
　該当しない場合には以下のいずれかに区分の上、該当番号を記載する。
　　　・緊急の必要により競争に付することができない場合「13」
　　　・競争に付することが不利と認められる場合「14」
　　　・秘密の保持が必要とされている場合「15」
　　　・競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない場合「16」
　　　・特例政令に相当する規定に該当する場合「17」
　　　・その他、1から17並びに19の類型区分に分類できないものについては「18」
　　　・見直し後においても、なお、包括条項（バスケットクローズ）に該当する契約とする場合については「19」



（法人名：国立大学法人大分大学）

件数
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役

務等の名称及び数量

契約担当者の氏名並び
にその所属する部局の

名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

1

中央青山監査法人
理事長　片山英木
東京都千代田区霞が
関三丁目２番５号

会計監査人契約　一式

大分大学長　羽野　忠
事務局
大分県大分市大字旦野
原７００番地

平成18年7月1日 9,975,000
企画競争・

公募

文部科学大臣より、本学の会計監
査人として選任した旨の通知が
あったため。（国立大学法人大分
大学契約事務取扱規程第３６条第
１項第１号）

その他（引き続
き企画競争・公
募を実施）

企画競争・公募を実施。

2

日本ナショナルイン
スツルメンツ㈱
代表取締役社長
池田亮太
東京都港区芝公園2-
4-1

高性能金属損傷評価シス
テム　二式

理事(財務担当)　島田
正寛
事務局
大分県大分市大字旦野
原７００番地

平成18年8月11日 7,617,653 随意契約

研究の成果を達成するために、必
要不可欠な機能を有している機種
が他にはないため。（国立大学法
人大分大学契約事務取扱規程第３
６条第１項第１号）

その他
２０年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの（平成１８年
度限りのもの）。

3

富士通㈱大分支店
支店長　中野克己
大分県大分市東春日
町１７番５８号

財務会計システム運用支
援業務　一式

契約担当役　島田正寛
事務局
大分県大分市大字旦野
原７００番地

平成19年3月30日 9,690,240 随意契約

大分地区における富士通製財務会
計システムの運用支援業務を取り
扱う唯一の代理店であるため。
（国立大学法人大分大学契約事務
取扱規程第３６条第１項第１号）

その他 ２０年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの。

4

富士ゼロックス㈱
大分営業所所長
木許一夫
大分県大分市都町1-
1-23

電子複写機保守　一式

契約担当役　島田正寛
事務局
大分県大分市大字旦野
原７００番地

平成19年3月29日 7,436,913 随意契約

大分地区における富士ゼロックス
製電子複写機保守業務を取り扱う
唯一の代理店であるため。（国立
大学法人大分大学契約事務取扱規
程第３６条第１項第１号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（一定期間経過した電子複写機について、賃貸借・
保守一括複数年契約を平成１９年２月から実施）。

単価
契約

5

大分リコー㈱
代表取締役
根来尚徳
大分県大分市萩原４
丁目８番７号

電子複写機保守　一式

契約担当役　島田正寛
事務局
大分県大分市大字旦野
原７００番地

平成19年3月28日 8,928,360 随意契約

大分地区におけるリコー製電子複
写機保守業務を取り扱う唯一の代
理店であるため。（国立大学法人
大分大学契約事務取扱規程第３６
条第１項第１号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（一定期間経過した電子複写機について、賃貸借・
保守一括複数年契約を平成１９年２月から実施）。

単価
契約

6

九州電力株大分営業
所所長　高取正臣
大分県大分市金池町
二丁目３番４号

電力契約

契約担当役　島田正寛
事務局
大分県大分市大字旦野
原７００番地

平成18年4月1日 5,203,004 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8

単価
契約
４月
分

7

九州電力株大分営業
所所長　高取正臣
大分県大分市金池町
二丁目３番４号

電力契約

契約担当役　島田正寛
事務局
大分県大分市大字旦野
原７００番地

平成18年4月1日 5,461,839 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8

単価
契約
５月
分

8

九州電力株大分営業
所所長　高取正臣
大分県大分市金池町
二丁目３番４号

電力契約

契約担当役　島田正寛
事務局
大分県大分市大字旦野
原７００番地

平成18年4月1日 5,907,548 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8

単価
契約
６月
分

9

九州電力株大分営業
所所長　高取正臣
大分県大分市金池町
二丁目３番４号

電力契約

契約担当役　島田正寛
事務局
大分県大分市大字旦野
原７００番地

平成18年4月1日 7,891,668 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8

単価
契約
７月
分

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況（平成２６年３月改定）
【その他の者との契約】



（法人名：国立大学法人大分大学）

件数
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役

務等の名称及び数量

契約担当者の氏名並び
にその所属する部局の

名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況（平成２６年３月改定）
【その他の者との契約】

10

九州電力株大分営業
所所長　高取正臣
大分県大分市金池町
二丁目３番４号

電力契約

契約担当役　島田正寛
事務局
大分県大分市大字旦野
原７００番地

平成18年4月1日 7,333,284 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8

単価
契約
８月
分

11

九州電力株大分営業
所所長　高取正臣
大分県大分市金池町
二丁目３番４号

電力契約

契約担当役　島田正寛
事務局
大分県大分市大字旦野
原７００番地

平成18年4月1日 5,762,710 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8

単価
契約
９月
分

12

九州電力株大分営業
所所長　高取正臣
大分県大分市金池町
二丁目３番４号

電力契約

契約担当役　島田正寛
事務局
大分県大分市大字旦野
原７００番地

平成18年4月1日 5,600,699 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8

単価
契約
１０
月分

13

九州電力株大分営業
所所長　高取正臣
大分県大分市金池町
二丁目３番４号

電力契約

契約担当役　島田正寛
事務局
大分県大分市大字旦野
原７００番地

平成18年4月1日 5,552,937 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8

単価
契約
１１
月分

14

九州電力株大分営業
所所長　高取正臣
大分県大分市金池町
二丁目３番４号

電力契約

契約担当役　島田正寛
事務局
大分県大分市大字旦野
原７００番地

平成18年4月1日 5,754,854 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8

単価
契約
１２
月分

15

九州電力株大分営業
所所長　高取正臣
大分県大分市金池町
二丁目３番４号

電力契約

契約担当役　島田正寛
事務局
大分県大分市大字旦野
原７００番地

平成18年4月1日 6,190,391 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8

単価
契約
１月
分

16

九州電力株大分営業
所所長　高取正臣
大分県大分市金池町
二丁目３番４号

電力契約

契約担当役　島田正寛
事務局
大分県大分市大字旦野
原７００番地

平成18年4月1日 5,865,424 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8

単価
契約
２月
分

17

九州電力株大分営業
所所長　高取正臣
大分県大分市金池町
二丁目３番４号

電力契約

契約担当役　島田正寛
事務局
大分県大分市大字旦野
原７００番地

平成18年4月1日 5,622,635 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8

単価
契約
３月
分
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18

(株)富士ゼロックス
大分営業所所長
木許一夫
大分県大分市都町1-
1-23

複写機保守料

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年3月31日 10,968,068 随意契約

大分地区における富士ゼロックス
製電子複写機保守業務を取り扱う
唯一の代理店であるため。（国立
大学法人大分大学契約事務取扱規
程第３６条第１項第１号）

見直の余地あり
競争入札に移行（一定期間経過した電子複写機について、賃貸借・
保守一括複数年契約を平成２６年５月から実施）。

単価

19

(株)イワオ事務機代
表取締役 岩尾久一
大分県大分市古ｹ鶴2-
2-19

複写機保守料

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年9月28日 6,588,068 随意契約

大分地区におけるキャノン製電子
複写機保守業務を取り扱う唯一の
代理店であるため。（国立大学法
人大分大学契約事務取扱規程第３
６条第１項第１号）

見直の余地あり ２０年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの。 単価

20
(株)大分リコー代表
取締役 根来尚徳　大
分県大分市萩原4-8-7

複写機保守料

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年9月28日 6,377,912 随意契約

大分地区におけるリコー製電子複
写機保守業務を取り扱う唯一の代
理店であるため。（国立大学法人
大分大学契約事務取扱規程第３６
条第１項第１号）

見直の余地あり
競争入札に移行（一定期間経過した電子複写機について、賃貸借・
保守一括複数年契約を平成２６年５月から実施）。

単価

21

(株)大分瓦斯代表取
締役 福島知克
大分県別府市北的ｹ浜
町5-25

ガス契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 10,115,382 随意契約
提供可能な業者が一社であるた
め。（国立大学法人大分大学契約
事務取扱規程第36条1項1号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
７月
分

22

(株)大分瓦斯代表取
締役 福島知克
大分県別府市北的ｹ浜
町5-25

ガス契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 11,838,454 随意契約
提供可能な業者が一社であるた
め。（国立大学法人大分大学契約
事務取扱規程第36条1項1号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
８月
分

23

(株)大分瓦斯代表取
締役 福島知克
大分県別府市北的ｹ浜
町5-25

ガス契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 6,260,632 随意契約
提供可能な業者が一社であるた
め。（国立大学法人大分大学契約
事務取扱規程第36条1項1号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
１２
月分

24

(株)大分瓦斯代表取
締役 福島知克
大分県別府市北的ｹ浜
町5-25

ガス契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 9,458,872 随意契約
提供可能な業者が一社であるた
め。（国立大学法人大分大学契約
事務取扱規程第36条1項1号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
１月
分

25

(株)大分瓦斯代表取
締役 福島知克
大分県別府市北的ｹ浜
町5-25

ガス契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 6,589,698 随意契約
提供可能な業者が一社であるた
め。（国立大学法人大分大学契約
事務取扱規程第36条1項1号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
２月
分

26

(株)九州電力大分営
業所所長 高取正臣
大分県大分市金池町
2-3-4

電気契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 14,336,932 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
４月
分

27

(株)九州電力大分営
業所所長 高取正臣
大分県大分市金池町
2-3-4

電気契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 14,998,853 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
５月
分

28

(株)九州電力大分営
業所所長 高取正臣
大分県大分市金池町
2-3-4

電気契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 17,070,196 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
６月
分
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29

(株)九州電力大分営
業所所長 高取正臣
大分県大分市金池町
2-3-4

電気契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 21,791,406 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
７月
分

30

(株)九州電力大分営
業所所長 高取正臣
大分県大分市金池町
2-3-4

電気契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 22,416,638 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
８月
分

31

(株)九州電力大分営
業所所長 高取正臣
大分県大分市金池町
2-3-4

電気契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 18,663,540 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
９月
分

32

(株)九州電力大分営
業所所長 高取正臣
大分県大分市金池町
2-3-4

電気契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 15,323,443 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
１０
月分

33

(株)九州電力大分営
業所所長 高取正臣
大分県大分市金池町
2-3-4

電気契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 14,091,615 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
１１
月分

34

(株)九州電力大分営
業所所長 高取正臣
大分県大分市金池町
2-3-4

電気契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 15,121,313 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
１２
月分

35

(株)九州電力大分営
業所所長 高取正臣
大分県大分市金池町
2-3-4

電気契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 15,404,403 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
１月
分

36

(株)九州電力大分営
業所所長 高取正臣
大分県大分市金池町
2-3-4

電気契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 14,566,069 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
２月
分
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況（平成２６年３月改定）
【その他の者との契約】

37

(株)九州電力大分営
業所所長 高取正臣
大分県大分市金池町
2-3-4

電気契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 15,103,180 随意契約

九州地区に契約実績のある、特定
規模電気事業者複数社に見積依頼
をしたが、辞退したい旨の申し出
があったため、九州電力㈱と引き
続き随意契約を行った。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
３月
分

38

由布市市長
首藤奉文
大分県由布市挾間町
向原128番地

上水道契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 5,097,981 随意契約
提供可能な業者が一社であるた
め。（国立大学法人大分大学契約
事務取扱規程第36条1項1号）

見直の余地あり
競争入札に移行（平成１８年１１月１５日に入札を行い、地下水利
用に切り替えた。本稼働は平成２０年２月の予定）。

単価
８月
分

39

大分市市長
釘宮磐
大分県大分市荷揚町
2-31

下水道契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 7,030,148 随意契約
提供可能な業者が一社であるた
め。（国立大学法人大分大学契約
事務取扱規程第36条1項1号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
７月
分

40

大分市市長
釘宮磐
大分県大分市荷揚町
2-31

下水道契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 7,653,704 随意契約
提供可能な業者が一社であるた
め。（国立大学法人大分大学契約
事務取扱規程第36条1項1号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
９月
分

41

大分市市長
釘宮磐
大分県大分市荷揚町
2-31

下水道契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 7,961,435 随意契約
提供可能な業者が一社であるた
め。（国立大学法人大分大学契約
事務取扱規程第36条1項1号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
１１
月分

42

大分市市長
釘宮磐
大分県大分市荷揚町
2-31

下水道契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 7,637,973 随意契約
提供可能な業者が一社であるた
め。（国立大学法人大分大学契約
事務取扱規程第36条1項1号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
１月
分

43

大分市市長
釘宮磐
大分県大分市荷揚町
2-31

下水道契約

契約担当役　島田正寛
医学部
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年4月1日 11,107,982 随意契約
提供可能な業者が一社であるた
め。（国立大学法人大分大学契約
事務取扱規程第36条1項1号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 8
単価
３月
分

44

東芝メディカルシス
テムズ㈱大分支店
支店長　石島　薫
大分県大分市都町１
丁目１番２３号

直線加速装置メバトロン
修理　1式

契約担当役　島田正寛
医学部附属病院
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年11月21日 17,348,100 随意契約

本装置は東芝により開発されたも
のであり，修理・調整にあたって
は，専門の技術を要する。本装置
の総合的な保守点検を確実に実施
できるのは当該業者以外になく競
争を許さないため。（国立大学法
人大分大学契約事務取扱規程第３
６条第１項第１号）

その他 ２０年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの。

45

東芝メディカルシス
テムズ㈱大分支店
支店長　石島　薫
大分県大分市都町１
丁目１番２３号

直線加速装置メバトロン
修理　1式

契約担当役　島田正寛
医学部附属病院
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成18年12月13日 19,437,747 随意契約

本装置は東芝により開発されたも
のであり，修理・調整にあたって
は，専門の技術を要する。本装置
の総合的な保守点検を確実に実施
できるのは当該業者以外になく競
争を許さないため。（国立大学法
人大分大学契約事務取扱規程第３
６条第１項第１号）

その他 ２０年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの。
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46

㈱三菱総合研究所
代表取締役社長
田中　将介
東京都千代田区大手
町二丁目３番６号

大分大学医学部附属病院
再整備計画に係る方針等
策定支援業務

契約担当役　島田正寛
医学部附属病院
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成19年1月5日 9,345,000
企画競争
・公募

本学の仕様に基づき他社との比較
を行った結果，評価項目１運営方
針，２基礎調査，３基本計画，４
見積書について，５団体の概要の
５項目について何れも評価者から
他者を上回る高い評価を得た。ま
た，「疾患別・患者別の医療費原
価調査」のノウハウ実績，「経営
改善・リエンジニアリングプロ
ジェクト」の実績，「国の医療制
度改革・医療政策立案支援」の実
績，調査分析・コンサルティング
業務の質においても他社に比して
高いものを備えている等の理由に
より当該業者を選定した。（国立
大学法人大分大学契約事務取扱規
程第３６条第１項第１号）

その他
２０年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの（平成１８年
度限りのもの）。

47

㈱バイオメディカル
代表取締役
伊東　寛治
大分県大分市大字今
市２６２１－２

全身用Ｘ線ＣＴ装置用Ｘ
線管球交換　1式

契約担当役　島田正寛
医学部附属病院
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成19年1月19日 20,981,646 随意契約

本装置は薬事法の承認を受けた装
置であるため，部品交換に際して
も同一仕様のX線管球でなければ
ならない。また交換に際しても専
門の技術を要する。よって，売主
であり，また，本装置の修理・点
検調整ができる東芝メディカルシ
ステムとアフターメンテナンス体
勢を整え連携している当該業者以
外になく競争を許さないため。
（国立大学法人大分大学契約事務
取扱規程第３６条第１項第１号）

その他 ２０年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの。

48

㈱バイオメディカル
代表取締役
伊東　寛治
大分県大分市大字今
市２６２１－２

血管造影装置用X線管球
交換　1式
東芝製　DSRX-T7444GDS

契約担当役　島田正寛
医学部附属病院
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成19年3月30日 15,250,504 随意契約

本装置は薬事法の承認を受けた装
置であるため，部品交換に際して
も同一仕様のX線管球でなければ
ならない。また交換に際しても専
門の技術を要する。よって，売主
であり，また，本装置の修理・点
検調整ができる東芝メディカルシ
ステムとアフターメンテナンス体
勢を整え連携している当該業者以
外になく競争を許さないため。
（国立大学法人大分大学契約事務
取扱規程第３６条第１項第１号）

その他
随意契約によらざるを得ないもの。

18

49

東芝メディカルシス
テムズ㈱大分支店
支店長　石島　薫
大分県大分市都町１
丁目１番２３号

高速多項目自動化学分析
装置３式　外１点の保守
点検

契約担当役　島田正寛
医学部附属病院
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成19年3月30日 6,741,000 随意契約

本装置は東芝により開発されたも
のであり，保守点検・調整にあ
たっては，専門の技術を要する。
本装置の総合的な保守点検を確実
に実施できるのは当該業者以外に
なく競争を許さないため。（国立
大学法人大分大学契約事務取扱規
程第３６条第１項第１号）

その他 ２０年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの。

50

ジーイー横河メディ
カルシステム㈱大分
営業所
所長　黒江　清司
大分県大分市下郡北
３丁目２１番１３号

ガンマカメラシステム保
守点検　1式
米国GE社製　MAXXUS

契約担当役　島田正寛
医学部附属病院
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成19年3月30日 5,544,000 随意契約

本装置は米国GE社により開発され
たものであり，当該業者は米国GE
社を販売及び保守点検が行える唯
一の代理店である。保守点検・調
整にあたっては，専門の技術を要
する。本装置の総合的な保守点検
を確実に実施できるのは当該業者
以外になく競争を許さないため。
（国立大学法人大分大学契約事務
取扱規程第３６条第１項第１号）

その他 ２０年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの。
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51

ドルニエメドテック
ジャパン㈱
代表取締役
有富　毅
東京都品川区上大崎
３－８－５目黒エス
テートビル

体外式衝撃波結石破砕装
置保守点検　1式
独国ドルニエメドテック
システムズ社製
ドルニエリソトリプター
Ｄ

契約担当役　島田正寛
医学部附属病院
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成19年3月30日 21,525,000 随意契約

本装置は独国ドルニエメドテック
システムズ社により開発されたも
のであり，当該業者は米国GE社を
販売及び保守点検が行える唯一の
代理店である。保守点検・調整に
あたっては，専門の技術を要す
る。本装置の総合的な保守点検を
確実に実施できるのは当該業者以
外になく競争を許さないため。
（国立大学法人大分大学契約事務
取扱規程第３６条第１項第１号）

その他
随意契約によらざるを得ないもの。

18
複数
年契
約

52

大分県赤十字血液セ
ンター
所長　内山　貴堯
大分市荏隈７１５番
地５

血液
人全血液-LR「日赤」
外　４６品目

契約担当役　島田正寛
医学部附属病院
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成19年3月30日 140,367,751 随意契約

血液については，県内の取り引き
は当該大分県赤十字血液センター
に特定されているため。（国立大
学法人大分大学契約事務取扱規程
第３６条第１項第１号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 18

単価
契約
人全
血液-
LR
「日
赤」
200mL
献血
由来
１袋
7,933
円

53

 日本ｱｲｿﾄｰﾌﾟ協会
常務理事　長瀧重信
東京都文京区本駒込
二丁目２８番４５号

放射性医薬品
放射性クロム酸ナトリウ
ム注射液　外　１４６品
目

契約担当役　島田正寛
医学部附属病院
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成19年3月30日 81,810,855 随意契約

放射性医薬品については，国内に
おいて唯一　社団法人　日本アイ
ソトープ協会が販売しており,他
に競争の余地がないため。（国立
大学法人大分大学契約事務取扱規
程第３６条第１項第１号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 18

単価
契約
放射
性ク
ロム
酸ナ
トリ
ウム
注射
液
18.5M
Bq１
本
20,58
0円
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54

帝人在宅医療㈱
代表取締役社長
古田　拓
東京都千代田区内幸
町２丁目１番１号

酸素供給装置の賃貸借

契約担当役　島田正寛
医学部附属病院
大分県由布市挾間町医
大ヶ丘１－１

平成19年3月30日 26,669,892 随意契約

本件は，慢性呼吸不全の患者に対
し，医師が在宅で吸入酸素が必要
かつ適切であると判断した場合に
おいて、在宅酸素療法を実施する
ために使用する装置の賃貸借契約
である。　本装置を利用する必要
な条件は，①患者の疾患や症状，
及び安静・労作・就寝等の状況に
よって酸素の吸入処方量を適切に
決める必要があり，低～高流量の
広範囲を適宜選択できること。②
患者又は家族の方が容易に操作で
きること。（特に流量は体調にも
大きく影響するので調整しやすい
こと。）③遠方から通院している
患者もいるので，どの所在地でも
設置・保守が可能なこと。又，患
者が一日中使用する場合が多いた
め常に装置の性能維持は不可欠で
あり，定期点検の実施・万一の故
障時に迅速かつ適切に対応出来る
万全の体制が確保されているこ
と。であるが，帝人ファーマ㈱製
は以上の条件を満たしており，九
州で取り扱い可能業者は，当該業
者のみであるため。（国立大学法
人大分大学契約事務取扱規程第３
６条第１項第１号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの。 18

単価
契約
吸着
型酸
素濃
縮器
１台
40,37
2円
（月
額）

55

丸善㈱福岡支店
支店長　松尾　義人
福岡県福岡市中央区
長浜１丁目１番１号

外国雑誌　Wiley　１式

契約担当役　島田正寛
附属図書館
大分県大分市大字旦野
原７００番地

平成18年4月1日 6,136,936 随意契約

外国雑誌の原価は，外国雑誌の予
約時期である１０月に決定してい
ないため，契約金額が確定せず競
争入札を行うことができない。
よって，競争入札に準じた見積合
わせを実施し，契約予定業者と係
数を決定し予約契約を締結した。
本契約は，予約契約業者との正式
契約を締結するものである。（国
立大学法人大分大学契約事務取扱
規程第３６条第１項第１号）

その他 ２０年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの。

56

丸善㈱福岡支店
支店長　松尾　義人
福岡県福岡市中央区
長浜１丁目１番１号

外国雑誌　Blackwell
１式

契約担当役　島田正寛
附属図書館
大分県大分市大字旦野
原７０１番地

平成18年4月1日 6,752,349 随意契約

外国雑誌の原価は，外国雑誌の予
約時期である１０月に決定してい
ないため，契約金額が確定せず競
争入札を行うことができない。
よって，競争入札に準じた見積合
わせを実施し，契約予定業者と係
数を決定し予約契約を締結した。
本契約は，予約契約業者との正式
契約を締結するものである。（国
立大学法人大分大学契約事務取扱
規程第３６条第１項第１号）

その他 ２０年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの。
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57

丸善㈱福岡支店
支店長　松尾　義人
福岡県福岡市中央区
長浜１丁目１番１号

外国雑誌　High Wire
１式

契約担当役　島田正寛
附属図書館
大分県大分市大字旦野
原７０２番地

平成18年4月1日 5,139,557 随意契約

外国雑誌の原価は，外国雑誌の予
約時期である１０月に決定してい
ないため，契約金額が確定せず競
争入札を行うことができない。
よって，競争入札に準じた見積合
わせを実施し，契約予定業者と係
数を決定し予約契約を締結した。
本契約は，予約契約業者との正式
契約を締結するものである。（国
立大学法人大分大学契約事務取扱
規程第３６条第１項第１号）

その他 ２０年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの。

58

㈱紀伊國屋書店　九
州営業部
部長　黒沢　伸夫
福岡県福岡市博多区
博多駅中央街２番１
号

外国雑誌　Elsevier　１
式

契約担当役　島田正寛
附属図書館
大分県大分市大字旦野
原７０３番地

平成18年4月1日 24,562,527 随意契約

外国雑誌の原価は，外国雑誌の予
約時期である１０月に決定してい
ないため，契約金額が確定せず競
争入札を行うことができない。
よって，競争入札に準じた見積合
わせを実施し，契約予定業者と係
数を決定し予約契約を締結した。
本契約は，予約契約業者との正式
契約を締結するものである。（国
立大学法人大分大学契約事務取扱
規程第３６条第１項第１号）

その他 ２０年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの。

59

丸善㈱福岡支店
支店長　松尾　義人
福岡県福岡市中央区
長浜１丁目１番１号

外国雑誌　ZZ　１式

契約担当役　島田正寛
附属図書館
大分県大分市大字旦野
原７０４番地

平成18年4月1日 6,179,367 随意契約

外国雑誌の原価は，外国雑誌の予
約時期である１０月に決定してい
ないため，契約金額が確定せず競
争入札を行うことができない。
よって，競争入札に準じた見積合
わせを実施し，契約予定業者と係
数を決定し予約契約を締結した。
本契約は，予約契約業者との正式
契約を締結するものである。（国
立大学法人大分大学契約事務取扱
規程第３６条第１項第１号）

その他
随意契約によらざるを得ないもの。

10

60

㈱紀伊國屋書店　九
州営業部
部長　黒沢　伸夫
福岡県福岡市博多区
博多駅中央街２番１
号

外国雑誌　ZZ　１式

契約担当役　島田正寛
附属図書館
大分県大分市大字旦野
原７０５番地

平成18年4月1日 13,658,437 随意契約

外国雑誌の原価は，外国雑誌の予
約時期である１０月に決定してい
ないため，契約金額が確定せず競
争入札を行うことができない。
よって，競争入札に準じた見積合
わせを実施し，契約予定業者と係
数を決定し予約契約を締結した。
本契約は，予約契約業者との正式
契約を締結するものである。（国
立大学法人大分大学契約事務取扱
規程第３６条第１項第１号）

その他
随意契約によらざるを得ないもの。

10

61

Springer Science
and Business Media
B.V.
President Global
Sales and Marketing
Peter Hendriks
Van
Godewijckstraat30
3311 GX
Dordrecht,The
Netherlands

電子ジャーナル
Springer Link　１式

契約担当役　島田正寛
附属図書館
大分県大分市大字旦野
原７０６番地

平成18年4月1日 6,297,130 随意契約

出版元の直接販売となっているた
め，随意契約によらざるを得ない
ため。（国立大学法人大分大学契
約事務取扱規程第３６条第１項第
１号）

その他
随意契約によらざるを得ないもの。

10
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62

エルゼビア・ビー・
ブイ　サイエンス
アンド　テクノロ
ジー
代表取締役　ヘルマ
ン・ファン・カンペ
ンハウト
オランダ王国アムス
テルダム市ラーダー
ヴェヒ２９

電子ジャーナル
Science Direct １式

契約担当役　島田正寛
附属図書館
大分県大分市大字旦野
原７０７番地

平成18年4月1日 12,013,239 随意契約

出版元の直接販売となっているた
め，随意契約によらざるを得ない
ため。（国立大学法人大分大学契
約事務取扱規程第３６条第１項第
１号）

その他
随意契約によらざるを得ないもの。

10

63

㈱紀伊國屋書店　九
州営業部
部長　香川　博
福岡県福岡市博多区
博多駅中央街２番１
号

外国雑誌　Elsevier　１
式

契約担当役　島田正寛
附属図書館
大分県大分市大字旦野
原７０８番地

平成19年3月28日 5,000,080 随意契約

外国雑誌の原価は，外国雑誌の予
約時期である１０月に決定してい
ないため，契約金額が確定せず競
争入札を行うことができない。
よって，競争入札に準じた見積合
わせを実施し，契約予定業者と係
数を決定し予約契約を締結した。
本契約は，予約契約業者との正式
契約を締結するものである。（国
立大学法人大分大学契約事務取扱
規程第３６条第１項第１号）

その他 ２０年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの。

64

丸善㈱福岡支店
支店長　松尾　義人
福岡県福岡市中央区
長浜１丁目１番１号

外国雑誌　ZZ　１式

契約担当役　島田正寛
附属図書館
大分県大分市大字旦野
原７０９番地

平成19年3月28日 9,862,673 随意契約

外国雑誌の原価は，外国雑誌の予
約時期である１０月に決定してい
ないため，契約金額が確定せず競
争入札を行うことができない。
よって，競争入札に準じた見積合
わせを実施し，契約予定業者と係
数を決定し予約契約を締結した。
本契約は，予約契約業者との正式
契約を締結するものである。（国
立大学法人大分大学契約事務取扱
規程第３６条第１項第１号）

その他 ２０年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの。

65

㈱紀伊國屋書店　九
州営業部
部長　香川　博
福岡県福岡市博多区
博多駅中央街２番１
号

外国雑誌　ZZ　１式

契約担当役　島田正寛
附属図書館
大分県大分市大字旦野
原７１０番地

平成19年3月28日 12,114,504 随意契約

外国雑誌の原価は，外国雑誌の予
約時期である１０月に決定してい
ないため，契約金額が確定せず競
争入札を行うことができない。
よって，競争入札に準じた見積合
わせを実施し，契約予定業者と係
数を決定し予約契約を締結した。
本契約は，予約契約業者との正式
契約を締結するものである。（国
立大学法人大分大学契約事務取扱
規程第３６条第１項第１号）

その他 ２０年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの。

66

丸善㈱福岡支店
支店長　松尾　義人
福岡県福岡市中央区
長浜１丁目１番１号

電子ジャーナル
Blackwell Synergy １式

契約担当役　島田正寛
附属図書館
大分県大分市大字旦野
原７１１番地

平成19年1月1日 9,577,617 随意契約

教育研究上，確実な安定供給の確
保及び雑誌購読との関連から，随
意契約によらざるを得ないため。
（国立大学法人大分大学契約事務
取扱規程第３６条第１項第１号）

その他 ２０年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの。

67

㈱神陵文庫大分営業
所
代表者　曽根　公照
大分県大分市東野台
１－１７－６

電子ジャーナル　Wiley
Interscience　１式

契約担当役　島田正寛
附属図書館
大分県大分市大字旦野
原７１２番地

平成19年1月1日 6,673,000 随意契約

教育研究上，確実な安定供給の確
保及び雑誌購読との関連から，随
意契約によらざるを得ないため。
（国立大学法人大分大学契約事務
取扱規程第３６条第１項第１号）

その他 ２０年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの。



（法人名：国立大学法人大分大学）

件数
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役

務等の名称及び数量

契約担当者の氏名並び
にその所属する部局の

名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況（平成２６年３月改定）
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68

Springer Science
and Business Media
B.V.
President Global
Sales and Marketing
Peter Hendriks
Van
Godewijckstraat30
3311 GX
Dordrecht,The
Netherlands

電子ジャーナル
Springer Link　１式

契約担当役　島田正寛
附属図書館
大分県大分市大字旦野
原７１３番地

平成19年1月1日 6,806,818 随意契約

出版元の直接販売となっているた
め，随意契約によらざるを得ない
ため。（国立大学法人大分大学契
約事務取扱規程第３６条第１項第
１号）

その他 ２０年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの。

69

エルゼビア・ビー・
ブイ　サイエンス
アンド　テクノロ
ジー
代表取締役　ヘルマ
ン・ファン・カンペ
ンハウト
オランダ王国アムス
テルダム市ラーダー
ヴェヒ２９

電子ジャーナル
Science Direct １式

契約担当役　島田正寛
附属図書館
大分県大分市大字旦野
原７１４番地

平成19年3月28日 31,631,530 随意契約

出版元の直接販売となっているた
め，随意契約によらざるを得ない
ため。（国立大学法人大分大学契
約事務取扱規程第３６条第１項第
１号）

その他 ２０年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの。

合計 956,796,315

（注６）契約種類は、競争性のない随意契約については「随意契約」、企画競争又は公募による随意契約については「企画競争・公募」と記載すること。

（注４）「契約担当者の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地」には、原則として契約時の担当者等を記載するが、これにより難い場合は適宜の時点の担当者名として差し支えない。

（注７）見直しの結果は、「問題あり」、「見直しの余地あり」又は「その他」に分類すること。引き続き「企画競争・公募」とする場合は、「その他（引き続き企画競争・公募を実施）」と記載する。

（注８）講ずる措置は、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」、「競争入札に移行」、「企画競争を実施」、「公募を実施」又は「随意契約によらざるを得ないもの」に分類し、（　）で移行時期等を
　　　補足すること。ただし、見直すことは決まっているが現段階で確定的に記載できない場合は、「競争入札若しくは企画競争に移行」等の記載とすることができる。
　　　なお、平成18年度に不落・不調随意契約であったものについては、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」に該当する場合を除き、「競争入札に移行」に分類すること。

（注９）「類型区分」欄には、「講ずる措置」欄において「（競争性のない）随意契約によらざるを得ないもの」としたものについて、別添の「随意契約事由別　類型早見表」の類型区分(１～12)に該当する場合はその番号、
　該当しない場合には以下のいずれかに区分の上、該当番号を記載する。
　　　・緊急の必要により競争に付することができない場合「13」
　　　・競争に付することが不利と認められる場合「14」
　　　・秘密の保持が必要とされている場合「15」
　　　・競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない場合「16」
　　　・特例政令に相当する規定に該当する場合「17」
　　　・その他、1から17並びに19の類型区分に分類できないものについては「18」
　　　・見直し後においても、なお、包括条項（バスケットクローズ）に該当する契約とする場合については「19」

（注５）随意契約によることとした理由は、説明責任を十分に果たせるよう具体的かつ詳細に記載すること。

（注１）本表は、平成18年度に締結した支出原因契約であって随意契約（各国立大学法人の定める少額随契限度額以下のものを除く）のうち、「同一所管公益法人等」（「特殊法人等」、「独立行政法人等」、「当該独
　　　立行政法人の主務省と同一の所管に属する公益法人」及び「再就職者がいる民間法人」をいう。）以外の者（その他の公益法人、民間法人等）との契約を記載する。
　　　なお、特殊法人等とは、特殊法人又は認可法人を指し、独立行政法人等とは、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法（平成15年法律第112号）
      第２条第１項及び第３項に規定する法人を指す。「公益法人等」には、医療法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利法人、中間法人、協同組合は含まない。

（注３）単価契約の場合は、契約金額欄に調達総額（複数年契約の場合は、契約期間全体の調達総（予定）額）を記載し、備考欄に単価契約である旨及び単価を記載する。複数品目等を１契約にて調達している場合は、代表
　　　的な品目等の単価を記載する。

（注２）平成18年度より前に契約を締結した長期継続契約（18年度には支払いのみが生じており、契約行為がないもの）については、以下のとおり整理する。
　　　　電気、ガス、水道、電話通信役務・・・調査対象（１回の支払につき１件とする）
　　　　複数年契約のリース契約、コピー機の保守役務等・・・18年度に契約していなければ、調査対象外


